
議案第２４号 
 

令和８年度大河原町国民健康保険特別会計予算 

 

令和８年度大河原町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,229,901千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000

千円と定める。 

 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用 

 

 

 

  令和８年３月４日提出 

 

大河原町長 齋   清 志      

 

 

 











第２表 債務負担行為 

 （単位：千円） 

事 項 期 間 限 度 額 

ガバメントクラウド利用料 

令和９年度 
契約に基づく

費用 

 ～
 

 
令和 12 年度 

 























給 与 費 明 細 書 

1 特別職 

区 分 職 員 数 

給  与  費  

共 済 費 

(千円) 

 

合 計 

(千円) 

備 考 
報 酬 
 
 

(千円) 

給 料 
 
 

(千円) 

期末手当 
(千円) 

年間支給率 

(月分) 

寒 冷 地 
手 当 

 

(千円) 

そ の 他 
手 当 

 

(千円) 

計 
 
 

(千円) 

本 
 

 

年 
 

 

度 

長 等   
（月）

  

議 員   
（月）

  

その他の 
特 別 職 

12 372 
（月）

372 372 

計 12 372 
（月）

372 372 

前 
 

 

年 
 

 

度 

長 等   
（月）

  

議 員   
（月）

  

その他の 
特 別 職 

12 348 
（月）

348 348 

計 12 348 
（月）

348 348 

比 
 

 

較 

長 等  
 

（月）

  

議 員    
（月）

  

その他の 
特 別 職 

 24 
（月）

24 24 

計  24 
（月）

24 24 

 



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 　　 .

国　　県

支出金

令和２年度 令和８年度

～ ～

令和７年度
契約が終了す
る年度

令和４年度

住民情報システム賃借 2,809 ～ 2,112 令和８年度 697 697

令和７年度

令和５年度 令和８年度

ペイジー口座振替金融機関取扱手数料 ～ 27 ～

令和７年度
契約が終了す
る年度

令和７年度 令和８年度

令和７年度 令和８年度

令和９年度

～

令和12年度

令和８年度

令和７年度 ～

令和13年度

契約に
基づく費
用

ガバメントクラウド利用料
契約に
基づく費
用

契約に
基づく費
用

180柔道整復施術療養費点検等業務委託 324 144 180

期　　　間 その他

4,000

金　　額期　　　間

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 限度額

前年度末までの
支出（見込）額　.

当該年度以降の
支出予定額　　 .

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

一般財源
金　　額

住民情報システム機器賃借

コンビニエンスストア収納代行業務委託

月額基本料
金 に 収 納1
件当た りの
手数料を加
算した額

3,017

月額基本料
金 に 収 納 1
件 当 た りの
手数料を加
算した額

4,000

口座振
替登録１
件当たり
の手数
料

口座振
替登録１
件当たり
の手数
料

222

地方債

4,000

診療報酬明細書点検等業務委託 325 103 222


